
大
規
模
小
売
業
者
等
と
納
入
業
者
と
の
取
引
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
（
概
要
）

 

２
 
今

後
と
も
，
大

規
模

小
売

業
者

等
と
納

入
業

者
と
の

取
引

実
態

及
び

独
占

禁
止

法
上

問
題

と
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
行

為
の

把
握

に
努

め
る
と
と
も
に
，
仮

に
，
優

越
的

地
位

の
濫

用
行

為
等

独
占

禁
止

法
に
違

反
す
る
疑

い
の

あ
る
行

為
が

認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
，
厳
正
に
対
処
す
る
。

調
査
対
象
事
業
者
 

発
送
数

 
回

答
者

数
 

集
計

対
象

回
答

者
数

 

大
規

模
小
売
業
者
等
 

8
2
2
社
 

4
8
4
社

(
5
8
.
9
％

)
 

4
4
7
社

(
5
4
.
4
％

)
 

納
入
業
者
 

1
0
,
0
0
0
社

 
3
,
0
1
1
社

(
3
0
.
1
％

)
 

2
,
2
2
8
社

(
2
2
.
3
％

)
 

①
 

 優
越
的
地

位
の
濫
用

に
つ
な
が
り
得

る
行

為
又

は
要
請
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
と
の
回

答
割
合
が

高
か

っ
た
行

為
類

型
は

，
「
協

賛
金

等
の

負
担

の
要

請
」
，
「
返

品
」
及

び
「
購

入
・
利

用
の

要
請

」
で

あ
っ
た
。

  

②
 

 
大

規
模

小
売

業
者

等
か

ら
優

越
的
地

位
の
濫

用
に
つ
な
が

り
得

る
行

為
又
は

要
請

を
受

け
た
納

入
業

者
が

，
自

己
の

取
引

先
に
対

し
て
負

担
を
依

頼
し
受

け
入

れ
て
も
ら
っ
て
い
た
事

例
が

，
「
返

品
」
及
び
「
従
業
員
等
の
派
遣
の
要
請
」
で
は

2
0
%
を
超
え
て
い
た
。

 

③
 

 
大
規
模
小
売
業
者

等
の
売
上
高

1
0
0
億
円
以
上
と

1
0
0
億
円
未
満
で
比
較

す
る
と
，
優
越

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
認

知
度
に
差
が
あ
り
，

1
0
0
億

円
以
上

で
は

認
知

度
が
高

か
っ
た
。
ま
た
，
事
業
規

模
に
か
か

わ
ら
ず

，
代

表
者

・
役

員
等

及
び
管

理
職

は
認

知
度

が
比

較
的

高
か

っ
た
も
の

の
，
特

に
売

上
高

1
0
0
億
円
未
満
の
大
規
模
小
売
業
者
等
の
購
買
部
門
の
一
般
社
員
は
低
か
っ
た
。

 

１
 
今

回
の

調
査

結
果

を
踏

ま
え
，
公

正
取

引
委

員
会

は
，
関

係
事

業
者

団
体

等
に

対
し
，
次
の
対
応
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

⑴
 
優

越
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
，
特

に
認

知
度

の
低

か
っ
た
購

買
部

門
の

一
般

社
員

を
重

点
対

象
と
し
て
業

種
別

講
習
会
を
実
施
す
る
。

 
 

 
 
ま
た
，
優

越
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

認
知

度
が

相
対

的
に
低

か
っ
た
売

上
高

1
0
0
億

円
未

満
の

大
規

模
小

売
業

者
等

に
対

し
て
は

，
当

該
講

習
会

へ
の

積
極

的
な

参
加
を
促
す
。

⑵
 

 関
係

事
業

者
団

体
に
対

し
て
，
本

調
査

結
果

を
報

告
す
る
と
と
も
に
，
改

め
て

優
越

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及

び
大

規
模

小
売

業
告

示
の

内
容

を
傘

下
会

員
に
周

知
徹

底
す

る
な
ど
，
業

界
に
お
け
る
取

引
公
正
化
に
向
け
た
自

主
的

な
取

組
を
要

請
す
る
。

調
査

内
容
：
優
越
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
，
優

越
的

地
位
の

濫
用
と
な
る
行
為

類
型
と
し
て
例

示
さ
れ
て

 
 

 
 

 
 

 
 
い
る
行
為
又
は
要
請
の
状
況

第
２

 
調

査
結

果
の

�
イ
ン
�

 

第
３

 
公

正
取

引
委
員
会
の
対
応

 
第

１
 
調

査
対

象
事
業
者
及
び
調
査
内
容

 

8.
4%

 
5.

9%
 

5.
4%

 
3.

3%
 

3.
0%

 
2.

3%
 

2.
2%

 
2.

2%
 

0%
 

2%
 

4%
 

6%
 

8%
 

10
%

 

協 賛 金 等 の 

負 担 の 要 請 

返 品 

購 入 ・ 利 用 の 

要 請 

従 業 員 等 の 

派 遣 の 要 請 

減 額 

支 払 遅 延 

受 領 拒 否 

取 引 の 対 価 の 

一 方 的 決 定 


